


■令和5 年度当初予算（ 都税収入見込額）

（ 注）各計数については、表示単位未満を 四捨五入し ている ため、合計と 内訳が一致し ない場合があり ま す。

（ 　 ）は構成比（ ％）

 

法人事業税
1兆4 ,5 1 7億円

(23 .4 % )
法人都民税
7 ,5 7 1億円
(12 .2 % )

繰入地方消費税
7 ,6 9 0億円
(12 .4 % )

個人都民税
1 兆53 4億円

(17 .0 % )

固定資産税
1兆4 ,3 8 5億円

(23 .2 % )

 
 

 

 

 

 

 
 

都たばこ 税 16 3億円（ 0 .3 % )

軽油引取税 38 1億円 (0 .6 % )

個人事業税 60 5億円 (1 .0 % )

不動産取得税 941億円(1 .5 % )

自動車税種別割 9 99億円 (1 .6 % )

事業所税 1 ,1 7 5 億円 (1 .9 % )

都市計画税 2 ,7 8 9 億円 (4 .5 % )

自動車税環境性能割 14 8億円 (0 .2 % )

都民税利子割 86 億円 (0 .1 % )

宿泊税 1 7 億円 (0 .0 % )

ゴルフ 場利用税 7億円（ 0 .0 % )

その他の税 1億円 (0 .0 % )

令和５ 年度
都税収入見込額
6兆2 ,0 1 0 億円
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不動産と 税金（ 目次）
■不動産と 関係のある 税金

■お読みになる 前に（ 用語の解説）

■知っ ておき たい税金のあら まし

　 　 不動産取得税

　 　 固定資産税（ 土地・ 家屋）

　 　 固定資産税（ 償却資産）

　 　 都市計画税

　 　 事業所税

　 　 不動産貸付業・ 駐車場業に係る 個人の事業税

　 　 特別土地保有税

　 　 土地・ 建物等の譲渡に係る 所得税（ 国税）・ 住民税（ 地方税）

　 　 所得税（ 国 税）・ 住民税（ 地方税）の住宅借入金等特別控除

　 　 相続税（ 国 税）

　 　 贈与税（ 国 税）

　 　 消 費税（ 国税）

　 　 地方消費税

　 　 登 録免許税（ 国税 ）

　 　 印紙税額一覧表（ 不動産関係を 中心に抜粋）（ 国税）

　 　 都税の納付方法

■不動産と 都税の減免

■令和5 年度税制改正等のあら まし（ 不動産関係のう ち 主なも のを 抜粋）

■官公庁のご案内

■税金に関する ご相談は
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個人の事業税

固定資産税（ 償却資産）

所得税・ 復興特別所得税

住民税

消費税・ 地方消費税

事業所税

（ 事業用に使用してい

　 る場合）

固定資産税（ 土地･家屋）

都市計画税

事業所税（ 事業用に使用している 場合）

固定資産税（ 償却資産）

（ 事業用に使用している 場合）

贈与税

不動産取得税

■不動産と 関係のある税金
　 土地や建物な ど の不動産と 税金と の関係は、次の
よ う になり ま す。

●不動産を 購入又は新築・ 増築・ 改築し た場合

　 不動産取得税、消費税・ 地方消費税、印紙税、個人か

ら 時価よ り も 著し く 低い価額で購入し た場合の贈与税
●不動産を 保有し ている場合

　 固定資産税（ 土地･家屋）・ 都市計画税、不動産を 賃

貸し ている 場合等の事業用資産に係る 固定資産税（ 償

却資産）及び不動産所得等に係る 所得税・ 復興特別所

得税、住民税、消費税・ 地方消費税、個人の事業税

●不動産を事業用に使用し ている場合

  事業所税
●不動産を売却し た場合

譲渡所得に係る 所得税・ 復興特別所得税、住民税、

消費税・ 地方消費税、印紙税
●不動産を相続し た場合

  相続税
●不動産の贈与を受けた場合

  贈与税、不動産取得税、印紙税
●不動産の登記をする場合

  登録免許税

相続税

契　 約

契　 約

契　 約

印紙税
印紙税

不動産取得税

消費税・ 地方消費税

不動産取得税

消費税・ 地方消費税

登録免許税

譲渡所得に係る所得税・ 復興特別所得税

住民税

消費税・ 地方消費税

登録免許税

贈与

購入 新・ 増・ 改築

相続

不動産

の

取　 得

不動産

の

譲　 渡

登　 記 登　 記

賃　 貸

保　 有

印紙税
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■お読みになる 前に（ 用語の解説）

不動産の取得　 　 不動産の所有権を 取得する

こ と を いいま すが、必ずし も 代金を 支払っ た 時

又は登記を し た時が取得の時期と は限り ま せん。

売買契約上、所有権の移転日を 決めて いる 場合

はその日が取得の日と なり ま す。 特に決めてい

ない場合は、契約内容から 総合的に判断し ま すが、

一般的には契約の成立し た日が取得の日と なり

ま す。

不動産の価格　 　 不動産の価格には、実際の

売買価格のほか、地価公示法に基づく 公示価格

や、総務大臣が定めた 固定資産評価基準に基づ

いて各地方公共団体が調査し 決定し た固定資産

税・ 都市計画税、不動産取得税に用いら れる 価

格（ 評価額）があり ま す。

　 ま た、相続税、贈与税に用いら れる 価格につい

て は、市街地の宅地は原則と し て 相続税路線価

によ り 算出し 、その他の土地と 家屋は固定資産税

に用いら れる 価格に一定率を 乗じ て算出し ま す。

課税標準

免 税 点

普通徴収

申告納付

　 　 　 　 　 　 課税の対象になる 物や行為（ 課

税客体） を、 金額や量の形で数量化し たも のをい

い、 こ れに税率を乗じて税額を算出します。

　 　 　 　 　 　 特定の 税金については、 そ の 課

税標準が一定額以下又は未満の場合には課税で

きないと 定められており 、 その一定額をいいます。

　 　 　 　 　 　 都税事務所長等が、課税標準額、

税額、 納期限などを決めて納税通知書を発送し 、

こ れによって納税する 方法をいいます。

　 　 　 　 　 　 納税義務者が、 自分で納める 税

額を 計算し 、 申告期限までに申告すると と も に納

税する 方法をいいます。
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